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本
庄
市
お
よ
び
児
玉
郡
内
の
医

科
・
歯
科
・
保
険
調
剤
薬
局
を
受

診
す
る
と
き
は
、
必
ず
健
康
保
険

証
と
あ
わ
せ
て
新
し
い
「
乳
幼
児

医
療
費
受
給
資
格
証
」（
以
下
、

受
給
資
格
証
）
を
提
示
し
て
く
だ

さ
い
。
継
続
し
て
乳
幼
児
医
療
費

受
給
資
格
が
あ
る
人
に
は
、
３
月

末
ま
で
に
新
し
い
受
給
資
格
証

（
見
本

▲

）
を
郵
送
し
ま
す
。

　

次
の
場
合
は
、
医
療
機
関
等
の

窓
口
で
医
療
費
の
支
払
い
が
必
要

で
す
。
診
療
の
翌
月
以
降
に
、
乳

幼
児
医
療
費
支
給
申
請
書
を
保
険

課
ま
た
は
総
合
支
所
健
康
福
祉
課

へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

○
新
し
い
受
給
資
格
証
を
提
示
し

な
い
場
合　

○
本
庄
市
お
よ
び
児
玉
郡
外
の
医

療
機
関
等
を
受
診
し
た
場
合

○
１
医
療
機
関
で
の
１
か
月
の
医

療
費
合
計
が
２
万
１
、
０
０
０

円
を
超
え
た
場
合

※
健
康
保
険
か
ら
高
額
療
養
費
が

支
給
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

複
数
回
の
通
院
に
よ
り
月
の
途
中

で
２
万
１
、
０
０
０
円
を
超
え
た

場
合
で
も
、
月
の
初
回
診
療
分
か

ら
の
支
払
い
が
必
要
で
す
。

○
柔
道
整
復
、
は
り
き
ゅ
う
等
を

受
診
し
た
場
合

○
夜
間
診
療
な
ど
の
通
常
診
療
時

間
外
に
受
診
し
た
場
合

　

市
外
転
出
や
有
効
期
間
の
経
過

等
に
よ
り
、
乳
幼
児
医
療
費
の
受

給
資
格
が
な
く
な
っ
た
場
合
は
、

受
給
資
格
証
を
保
険
課
ま
た
は
総

合
支
所
健
康
福
祉
課
へ
返
却
し
て

く
だ
さ
い
。

医
療
機
関
等
を
受
診
す
る
と
き
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窓
口
で
の
支
払
い
が
必
要
な
と
き
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乳
幼
児
医
療
費
の
受
給
資
格
が

な
く
な
っ
た
と
き

４
月
か
ら
、
乳
幼
児
（
小
学
校
就
学
前
）
が
本
庄
市
お
よ
び
児
玉

郡
内
の
医
療
機
関
等
を
受
診
す
る
と
き
に
、
窓
口
で
医
療
費
（
保

険
診
療
の
自
己
負
担
分
）
を
支
払
う
必
要
が
な
く
な
り
ま
す
。

★
保
険
課
☎
㉕
１
１
１
６

乳
幼
児
医
療
費
の

窓
口
払
い
の
一
部
を
廃
止
し
ま
す

乳
幼
児
医
療
費
の

窓
口
払
い
の
一
部
を
廃
止
し
ま
す

乳幼児医療費受給資格証

公費負担番号 　８１１１０１１６
受給者番号 　１２３４５６７
受
給
資
格
者

氏　名 本庄　太郎
住　所 本庄市本庄 3-5-3　

乳
幼
児

氏　名 本庄　花子　
生年月日 　年　　月　　日　生　

有効期間
自　　年　　月　　日
至　　年　　月　　日

　　　　　　年　　　月　　　日
本庄市長　　　　印　

● 公費負担番号81110116が印刷
　されています。
●受給者番号が変わります。
●受給資格証の色はピンク色です。

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
と
は

　

４
月
か
ら
、
現
行
の
老
人
保
健

制
度
に
変
わ
っ
て
創
設
さ
れ
る
制

度
で
す
。
対
象
と
な
る
の
は
、
75

歳
以
上
の
人
（
65
歳
以
上
で
一
定

の
障
害
が
あ
る
人
）
で
す
。

医
療
費
の
負
担
割
合
に
つ
い
て

　

医
療
機
関
等
の
窓
口
で
負
担
す

る
割
合
は
、保
険
診
療
の
１
割（
現

役
並
み
所
得
者
は
３
割
）
で
す
。

保
険
証
に
つ
い
て

　

現
在
使
用
し
て
い
る
保
険
証
や

老
人
保
健
医
療
受
給
者
証
は
、
４

月
以
降
使
用
で
き
な
く
な
り
ま
す
。

対
象
者
に
は
、
３
月
末
ま
で
に
後

期
高
齢
者
医
療
制
度
の
保
険
証

（
見
本
▼
）
を
郵
送
し
ま
す
。

保
険
料
に
つ
い
て

　

加
入
者
全
員
が
保
険
料
を
負
担

し
ま
す
。
た
だ
し
、
社
会
保
険
の

被
扶
養
者
な
ど
こ
れ
ま
で
保
険
料

を
負
担
し
て
い
な
か
っ
た
人
に
は
、

軽
減
制
度
が
あ
り
ま
す
。

　

保
険
料
の
納
付
方
法
は
原
則
と

し
て
年
金
天
引
き
で
す
が
、
年
金

か
ら
徴
収
で
き
な
い
場
合
は
、
納

付
書
（
口
座
振
替
も
可
）
で
納
め

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

・
年
金
天
引
き
で
納
め
る
人

　

↓
４
月
に
通
知
を
郵
送

・
納
付
書
で
納
め
る
人

　

↓
７
月
に
納
付
書
を
郵
送

※
保
険
料
の
算
定
や
軽
減
制
度
に

つ
い
て
は
、
広
報
ほ
ん
じ
ょ
う
２

月
号
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

後期高齢者医療制度が
始まります

★保険課☎㉕１１１６

平成19 3 3

20 4 1
25 3 31

平成20 4 1
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市
で
は
、
平
成
18
年
７
月
か
ら

仕
事
の
都
合
や
急
用
で
子
ど
も
の

世
話
が
で
き
な
い
と
き
に
育
児
の

援
助
を
す
る
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ

ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
事
業
を
実
施

し
て
い
ま
す
。
こ
の
事
業
は
、
市

か
ら
本
庄
市
社
会
福
祉
協
議
会
が

委
託
を
受
け
て
運
営
し
て
い
ま
す
。

　

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ

ン
タ
ー
の
し
く
み
は
、
育
児
の
援

助
を
受
け
た
い
人
（
依
頼
会
員
）、

育
児
の
援
助
に
協
力
で
き
る
人

（
援
助
会
員
）、
依
頼
と
援
助
の
両

方
で
き
る
人
（
両
方
会
員
）
が
そ

れ
ぞ
れ
会
員
登
録
し
、
必
要
な
時

に
会
員
同
士
で
援
助
活
動（
有
償
）

を
行
う
と
い
う
も
の
で
す
。

　

会
員
は
随
時
募
集
し
て
い
ま
す
。

育
児
の
援
助
を
受
け
た
い
人
、
育

児
の
援
助
に
協
力
で
き
る
人
は
、

ぜ
ひ
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・

セ
ン
タ
ー
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

①
学
童
保
育
の
迎
え
と
帰
宅
後
の

預
か
り　

②
保
育
園
・
幼
稚
園
の
迎
え
と
帰

宅
後
の
預
か
り　

③
子
ど
も
の
習
い
事
等
の
送
迎

④
放
課
後
の
預
か
り

⑤
急
用
時
の
預
か
り

　

子
ど
も
１
人
に
つ
き
１
時
間
あ

た
り
の
料
金
で
、
２
人
目
以
降
は

半
額
で
す
。

①
平
日　

午
前
７
時
〜
午
後
７
時

　

７
０
０
円

② 

①
以
外
（
土
・
日
・
祝
日
等
、

早
朝
お
よ
び
夜
間
）
８
０
０
円

※
援
助
時
間
は
午
前
６
時
か
ら
午

後
９
時
ま
で
で
す
。

　

手
続
き
は
簡
単
、
登
録
は
無
料

で
す
。

①
依
頼
会
員　

市
内
在
住
ま
た
は

在
勤
で
、
生
後
６
か
月
か
ら
小

学
生
ま
で
の
子
ど
も
が
い
る
人

②
援
助
会
員　

市
内
在
住
で
20
歳

以
上
の
人

③
両
方
会
員　

①
②
を
満
た
す
人

　

１
月
末
現
在
の
会
員
数
は
、
依

頼
会
員
が
73
人
、
援
助
会
員
が
49

人
、
両
方
会
員
が
２
人
で
合
計
１

２
４
人
で
す
。
平
成
19
年
４
月
か

ら
平
成
20
年
１
月
末
ま
で
の
援
助

件
数
は
、
３
０
１
件
で
す
。

★
本
庄
市
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー

ト
・
セ
ン
タ
ー
（
本
庄
市
社
会

福
祉
協
議
会
内
）
☎
㉔
２
７
５

５
、
子
育
て
支
援
課
☎
㉕
１
１

３
０

フ
ァ
ミ
リ
ー･

サ
ポ
ー
ト･

セ
ン
タ
ー
と
は

主
な
援
助
活
動

利
用
料
金

会
員
登
録

現
在
の
状
況

育 児 の お 手 伝 い に …

をご利用ください
ファミリー･サポート･センターファミリー･サポート･センター

依頼会員の声

　今も昔も子育ては大変だと思い
ます。特に今は核家族化が進み、
なかなか周りの人に助けてもらう
ことも難しいようですね。
　我が家でも孫が大阪に住んでい

るため、手助けしたくてもなかなかできません。ファ
ミリー・サポート・センターのパンフレットを目に
して、同じように子育てをしていて手助けが必要な
ご家庭の手伝いができたらと思い、援助会員に登録
しました。お預かりする子どもたちはみんな明るく、
素直な子ばかりで、孫をみるような気持ちで預かっ
ています。子どもたちの元気をもらって、私まで身
体の調子が良くなりました。
　育児の手助けにぜひ、このファミリー・サポート・
センターを利用していただけたらと思っています。

松村よ志美さん

子育て家庭のため
に何かできたら、
と始めました。

　小学１年生の娘の学校から学童
保育所までの送迎をお願いしてい
ます。学童保育は卒園した保育園
にお願いする予定でしたが、小学
校の学区外にあり、子どもを一人
で徒歩で通わせることには不安があったからです。
　援助会員さんは、誠実で明るい方々で安心感があ
り、ほぼ毎日利用させていただいています。子ども
も援助会員さんにすっかり甘えて、日々の出来事を
話しているようで、私も安心して仕事ができます。
　利用料金については、子どもの安全を考えれば良
心的な金額だと思っています。１度ファミリー・サ
ポート・センターに気軽に相談してみてはいかがで
しょうか。

坂本美穂子さん

預かってもらって
安心です。

援助会員の声


